
厚生労働省団体扱自動車保険は
厚生労働省職員だけでなく
退職者もご契約いただけます。
（注）本制度の対象となる退職者には一定の制限があります。
　　詳しくは取扱代理店・扱者までお問い合わせください。

配偶者、ご契約者または配偶者の
同居の親族・別居の扶養親族の
お車もご契約いただけます。

（注）ご契約者は団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを
受けている方、または、本制度の対象となる退職者に限ります。

保険料 一般契約
保険料 一般契約

保険料 団体扱契約

団体扱割引

大口団体割引

無事故割引

まずは裏面からお見積りを！ お見積りはもちろん、自動車保険に関するお問い合わせや、
加入を前提としないご相談やご質問も受け付けております。

保険料が

お得！！
（注）

（※）

一括払・分割払問わず保険料が約5％お安くなります。更に、その保険料に大口団体割引15％（※）が適用
されますので、一般契約より約19％お得になります。
保険期間の開始日が2025年10月1日から2026年9月30日までの契約に適用されます。なお、
割引率は毎年10月１日付で見直します。

団体加入なら、保険料がだんぜんお得！

約約

厚生労働省の団体扱なら弊社一般契約と比べて、

1919
厚生労働省団体扱自動車保険のご案内

％％

（注）上記はイメージです。無事故割引が適用されず、割増となる場合があります。

団体加入が
だんぜん
お得！

2025年7月版 2025年10月1日以降保険始期契約用AAP（家庭用総合自動車保険）・AAI（一般用総合自動車保険）



現在ご契約の保険証券と車検証（※）のコピーを併せてFAXまたは郵送にてご送付ください。「団体扱」のお見積りをご用意いたします。

ご契約やお見積り、詳しいご説明を希望される方は、下記のお問い合わせ先へ
「見積り依頼書」をFAXまたは郵送にてご送付願います。追ってご連絡申し上げます。

フ リ ガ ナ

勤 務 先

生 年 月 日

ご 自 宅 住 所

勤務先電話番号

免 許 証 の 色お車の使用目的

現在ご契約の満期日
（またはお車購入予定日）

現在のご契約に
おける事故

〒　　　ー

ゴールド以外ゴールド

無有

日常・レジャー使用 通勤・通学使用 業務使用

　　　　   年　　　　月　　　　日

 　　 年　　　　月　　　　日

ご本人または配偶者
ご本人または配偶者の別居の未婚（婚姻歴がない）の子

20歳以下
30歳以上～34歳以下

21歳以上～25歳以下
35歳以上

26歳以上～29歳以下

ご本人または配偶者の同居の親族
親族以外の知人・友人など

厚生労働省団体扱自動車保険見積り依頼書
電 話 番 号氏 名

（ ご自宅 ・ 携帯 ）

（ PC ・ 携帯 ）

（内線　　　　）

運 転 さ れ る 方 の 範 囲

お車を運転される方（ご本人・配偶者とその
同居の親族）の中で、一番若い方の年齢

ご家庭のお車保有台数 台 ご家庭でお車を２台以上お持ちの場合、ノンフリート多数割引を適用した「ファミリー
パック」をご案内させていただきます（バイクでもご契約いただけます。）。

（該当する全てに　 を付けてください）

E メ ー ル

事故受付センター

相手の方への連絡、代車の手配、病院への手配  など初期対応サービス

事故受付センターでは、
深夜・休日でも平日と同様の初期対応サービスをご提供します。

（注）事故状況等によっては、初期対応サービスをご提供できない場合があります。

対人・対物事故の場合、事故現場から事故報告をいただいた際、ご希望により、お客さまに代わって電話にて事故の相手の方に、
今後の対応についての説明等を行います。

事故現場『電話代理対応』

（注）お客さまから直接、弊社「事故受付センター」に事故のご報告をいただいた場合にご利用いただけます。

事故
発生！！

●ご提供いただいたお客さまの個人情報は、今後、お客さまに対する商品・サービスに関する情報のご提供、日本におけるAIGグループ会社の商品改善･新商品開発の
ために利用させていただき、これ以外の目的には使用しません。弊社の個人情報の取扱い（プライバシーポリシー）についての詳細は、ホームページをご覧ください。
●このチラシは保険商品の概要を説明したものです。詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせくだ
さい。また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書（「契約概要」「注意喚起情報」等）を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。

BA1-173（B-250245）25-07（AC）

お問い合わせ・お申し込みは

事故受付センターが
承ります。

事故現場で まずは
ひと安心。

「事故現場」で
相手の保険会社と
話ができるとは
思わなかった。
少し安心できた。

24時間365日対応

（※）電子車検証では車両所有者の確認ができないため、電子車検証の場合はICチップを読み取り印刷した「自動車検査証記録事項（写）」をお送りください。

午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.aig.co.jp/sonpo

TEL ：03-6848-8500（大代表）

（注）各サービスは予告なく変更、中止または終了することがありますのであらかじめご了承ください。
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